
※　休業給付を請求する場合、第三者行為災害届をセットで提出しないと手続きが進まない点に注意

第三者行為災害

労災保険給付を先に受けた場合 損害賠償（治療費）を先に受けた場合

Ｂさん（加害者） Ａさん（被害者）

第
三
者
行
為
災
害

労災指定病院労動基準監督署

費用請求 労災申請治療

費用請求

費用支払

Ｂさん（加害者）

第
三
者
行
為
災
害

Ａさん（被害者）
損害賠償金支払い

労災指定病院労動基準監督署

労災申請治療

費用支払

費用請求
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（損害賠償金の範囲内）


